
 

 

 宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月28日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第41号 

   宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則 

 宅地建物取引業法施行細則（昭和40年岩手県規則第84号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（変更届の特例） （変更届の特例） 

第３条 知事の免許を受けた宅地建物取引業者（以下「宅建業

者」という。）は、次の各号に掲げる事項について変更が生

じた場合は、30日以内に当該各号に掲げる届出を知事に提出

しなければならない。 

第３条 知事の免許を受けた宅地建物取引業者（以下「宅建業

者」という。）は、次の各号に掲げる事項について変更が生

じた場合は、30日以内に当該各号に掲げる届を知事に提出し

なければならない。この場合において、第１号の届が相談役

又は顧問の氏名の変更に係るものであるときは、変更後の相

談役又は顧問に係る省令第１条の２第１項第１号に規定する

証明書及び同項第５号に規定する書類を添付しなければなら

ない。 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 省令第１条の２第１項第８号に規定する宅地建物取引

業に従事する者の名簿の記載事項 宅地建物取引業従事者

名簿変更届（様式第２号） 

(２) 省令第１条の２第１項第９号に規定する宅地建物取引

業に従事する者の名簿の記載事項 宅地建物取引業従事者

名簿変更届（様式第２号） 

（名簿等の閲覧） （名簿等の閲覧） 

第４条 省令第５条の２第１項の規定により、宅地建物取引業

者名簿その他の書類（以下「名簿等」という。）を一般の閲

覧に供するため、岩手県県土整備部建築住宅課に宅地建物取

引業者名簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を設置する。 

第４条 省令第５条第１項の規定により、宅地建物取引業者名

簿及び法第10条に規定する特定書類（以下「名簿等」という

。）を一般の閲覧に供するため、岩手県県土整備部建築住宅

課に宅地建物取引業者名簿閲覧所（以下「閲覧所」という。

）を設置する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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